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平成21年12月９日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付した案件

○概要説明

総務部、教育委員会、警察本部

１．行財政改革大綱2007に基づく適正な定

員管理の取組状況について

２．県退職者の公社等への再就職の状況に

ついて

○協議事項

１．「出資法人への関与事項を定める条例

（仮称）」について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（13人）

委 員 長 丸 山 裕次郎

副 委 員 長 武 井 俊 輔

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 福 田 作 弥

委 員 星 原 透

委 員 十 屋 幸 平

委 員 河 野 安 幸

委 員 山 下 博 三

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 髙 橋 透

委 員 河 野 哲 也

委 員 井 上 紀代子

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総務部

総 務 部 長 山 下 健 次

総 務 部 次 長
土 持 正 弘

（総務・職員担当）

総 務 部 次 長
萩 原 俊 元

（財務・市町村担当）

部参事兼総務課長 堀 野 誠

部参事兼人事課長 四 本 孝

行 政 経 営 課 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 西 野 博 之

教育委員会

教 育 長 渡 辺 義 人

教 育 次 長
米 原 隆 夫

（ 総 括 担 当 ）

総 務 課 長 金 丸 政 保

財 務 福 利 課 長 井 上 貴

教 職 員 課 長 阿 南 信 夫

スポーツ振興課長 川 崎 重 雄

警察本部

警 務 部 長 根 本 純 史

警務部参事官兼
上久保 岩 男

警 務 課 長

事務局職員出席者

政策調査課主査 松 下 新 一

政策調査課副主幹 福 島 久 大

○丸山委員長 それでは、ただいまから行財政

改革特別委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程（案）をごらんくだ

さい。

本日は、「行財政改革大綱2007に基づく適正

な定員管理」及び「県退職者の公社等への再就
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職の状況」について、関係する総務部、教育委

員会、警察本部の３部局合同で概要説明を聴取

することを予定しております。

また、その後、「出資法人への関与事項を定

める条例（仮称）」について御協議していただ

く予定になっておりますが、このように進めて

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、そのように決定いた

します。

それでは、執行部の概要説明に入りますが、

その前に、前回の委員会で資料要求がありまし

た「当初予算の推移」について、お手元に配付

しておりますので、ごらんください。

若干私のほうから説明をさせていただこうと

思います。

まず、性質別と款別に分けたんですが、上の

ほうの性質別を見ていただきますと、当初予算

の義務的経費、平成元年度が2,039億円余、投資

的経費1,396億円余、合計4,152億円余となって

おります。平成11年度の欄を見ていただきたい

んですが、義務的経費のほうが2,669億余、投資

的経費が2,398億円余、合計6,689億円余となっ

ております。平成21年度の欄を見ていただきた

いんですが、義務的経費のほうが2,673億円余、

投資的経費が1,200億円余、合計5,625億円余と

なっております。

また、同じように款別に分けております。款

別に分けたのが、恐らく定員管理の数に参考に

できるんじゃないかというふうに考えて、款別

にさせていただきました。例えば、平成元年度

のほうで民生費の欄を見ていただきたいんです

が、民生費のほうが289億円余から平成21年度に

は655億円余になっております。また、農林水産

業費を見ていただきたいんですが、農林水産業

費に関しては、元年度が616億円余、平成11年度

がこの欄では高いんですが1,026億円余、平成21

年度が550億円余というふうに推移しておりま

す。また、土木費を見ていただきたいんです

が、平成元年度が848億円余だったのが、平成11

年度が1,386億円余、平成21年度が728億円余と

いうふうな形で推移しております。これらのこ

とも参考に、今後の委員会、定員管理の審議の

中の例として使っていただければありがたいの

かなというふうに思っておりますので、本日の

委員会の中の定員管理の中で参考になるのでは

ないかというふうに思っておりますので、活用

していただければありがたいというふうに思っ

ております。

それでは、執行部入室のため暫時休憩いたし

ます。

午前10時４分休憩

午前10時６分再開

○丸山委員長 委員会を再開します。

本日は、総務部、教育委員会、警察本部にお

いでいただきました。

当委員会では、調査事項である「公社等出資

団体等に関すること」「行政改革に関するこ

と」などを調査してまいりましたが、これまで

の調査を踏まえ、本日は「適正な定員管理」及

び「公社等への再就職の状況」について、各部

局から概要説明をいただきたいと思います。

それでは、よろしくお願いいたします。

○山下総務部長 総務部でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。座って説明させて

いただきます。

本日の説明事項でございますが、ただいま委

員長から御指示のございましたように、「行財

政改革大綱2007に基づく適正な定員管理の取組
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状況について」並びに「県退職者の公社等への

再就職の状況について」でございます。詳細に

つきましては、関係課長から説明をいたさせま

すので、よろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

○桑山行政経営課長 それでは、総務部の資料

の１ページをごらんいただきたいと思います。

「行財政改革大綱2007に基づく適正な定員管

理の取組状況」につきまして御説明をいたしま

す。

まず、１番の本県における職員数の削減目標

と取組状況についてでございます。

大変厳しい本県の財政状況にありまして、義

務的経費であります人件費の削減にも積極的に

取り組んでまいる必要がございます。このた

め、大綱2007では、（１）にありますように、

教育委員会、警察本部など、すべての部門を対

象に、平成23年４月１日までに、平成17年度対

比で1,000人の純減を行うことを目標に掲げまし

て、新たな行政需要への対応とか県民サービス

の確保にも配慮しながら削減に取り組んでいる

ところでございます。

次に、（２）の数値目標設定の考え方でござ

いますが、平成18年２月策定の大綱2006では、

本県の厳しい財政状況や、当時、国の新地方行

革指針で求められておりました削減率4.6％を超

えるという数値を踏まえつつ、これを上回る900

人、4.8％減という数値目標を設定いたしまし

た。その後、現在の大綱2007では、推進期間を

１年延ばすに当たりまして、今後の退職者数の

動向、それから事務事業の見直しなどを総合的

に勘案いたしまして、100人多い1,000人、5.4％

の減としたところでございます。

次に、（３）の大綱2007に基づく定員管理の

状況でありますが、下の表では、各部局ごとに

平成17年度の基準年度から21年度までの実績、

それから22・23年度の目標値、右端には、17年

度から23年度までの削減目標数と21年度現在で

の削減実績を示しております。

まず、一番上の知事部局等であります。これ

は議会あるいは各種委員会の事務局を含んでお

ります。これでは、右端にありますように、目

標の300人に対しまして、本年４月１日現在

で292名の削減を行ったところでございます。同

様に、次の公営企業におきましては、目標136人

に対しまして、既に40人上回ります176人の削減

が実施されております。また、教育委員会で

は、目標の574人に対しまして、約75％の430人

の削減が行われております。それから、警察本

部でありますけれども、10人の増員という目標

に対しまして、これは全国各県共通でございま

すが、警察官の増員が行われていることにより

まして、現在17名の増ということになっており

ます。この結果、一番下の欄、右端でございま

すが、全部局合計では1,000人の目標に対しまし

て、881人の削減ということになっておりまし

て、全体としておおむね順調に推移していると

ころでございます。

次のページをごらんいただきたいと思いま

す。知事部局における取組状況でございます。

まず、（１）の主な職種別の職員数の推移、

これを表に記載しております。まず、左端の職

種区分、簡単に御説明申し上げますと、一番上

の一般行政は大学卒業程度を対象、それから次

の一般事務は高校卒業程度を対象といたします

事務職でございます。なお、一般事務の欄につ

きましては、うち任命換と任命換以外と分けま

して内訳を記載しておりますが、このうち任命

換とは、県では現業業務を全庁的に廃止・委託

等を行いまして、これに伴いまして、現業業務
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に従事した職員のうち相当数が、一般事務職員

に任命がえ、職種転換となったものでございま

す。それから、任命換以外というものは、通常

の採用により一般事務となった職員をあらわし

ております。それから、技術職につきまして

は、３番目の農業以下９職種、代表的な職種を

掲げております。それから、下から３番目、そ

の他でございますけれども、これは上に掲げた

以外の例えば化学とか薬剤師とか看護師とか、

事務系、技術系の約20の職種をここにまとめて

記載しております。それから、最後に現業でご

ざいますが、運転とかあるいは道路巡視、調理

給食等の現業業務を担当する職員をあらわして

おります。これらの区分によりまして、平成17

から21、本年を含めまして５年間の職員数の推

移と、それから中ほどの平成21年度、ｃの欄で

ございますが、現在の職員数に対し、大綱2007

の基準年度であります平成17年度、左側のｂの

欄になります、それからさらに10年前の平成11

年度、左側のａの欄になりますが、これとの比

較を右のほうに増減数、それから増減率であら

わしております。

まず、全体、一番下の計の欄でございます

が、ここを見ていただきますと、平成11年度

の4,155人が平成21年度には3,734人と、421名、

率にして10.1％の減となっております。それか

ら、平成17年度、基準年と比較いたしまして

も、194人、それから4.9％の減ということで、

削減が進んでおります。

次に、個別の職種で見てまいりますと、ま

ず、上から２番目の一般事務、この中のうち任

命換の欄をごらんいただきたいと思います。先

ほども御説明いたしましたが、現業業務の廃

止・委託等に伴いまして、現業職員について平

成19年度及び20年度に一般事務に任命がえを

行ったことによりまして、200人を超える増と

なっております。この分、下から２番目の現業

の欄では、同じ19・20年度のところで職員数が

大幅な減となっているところでございます。な

お、この現業の欄の20年度以降に職員がゼロと

なっておりませんのは、当時55歳を超える年齢

の高い職員については、本人の希望があれば現

業業務に残れるようにしたこと等によるもので

ございまして、今後、退職不補充という形で漸

減してまいります。

次に、事務職であります一番上の一般行政と

一般事務のうち任命換以外、この２つについ

て、表には記載しておりませんけれども、この

２つを足し合わせて削減状況を見ますと、平

成11年度からは12.9％の減、それから平成17年

度からも8.3％の減ということで、全体の削減率

を上回る削減を行っているところでございま

す。この一般行政と一般事務の任命換以外のと

ころを見比べていただきますと、一般事務のほ

うが削減率がかなり大きくなっております。こ

れは、退職者の補充のための採用を行う際に、

大学進学率の上昇等に対応しまして、大学卒業

者を対象とする一般行政のほうに一部振りかえ

て採用すると。例えば、両方の職種で20名ずつ

退職が出て40名退職したと、その場合に採用す

る場合に、大学卒業程度の一般行政を30名、一

般事務を10名と、そういったような採用をして

いることによるもの。それから、先ほど御説明

した任命がえによりまして一般事務が増加する

ことを考慮して、そのような形にしているもの

でございます。

次に、農業以下の技術職につきましては、各

職種ともおおむね減少傾向にございます。その

中で畜産職につきましては、11年度から21年度

の比較で７人増となっておりますが、これは農
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業の職員が畜産の職員に振りかわったという状

況がございます。実質的には増員となっており

ません。具体的には、かつて農業改良普及員と

いう職種がございまして、これが農業のほうに

含まれておるわけでございますが、この農業改

良普及員のうち畜産を担当していた職員が退職

した際に、畜産職という職種で採用すると、そ

ういった状況で振りかわったことなどによるも

のでございます。

それから、下から５番目の獣医でございます

が、これは17年度163人に対しまして21年度

は158人、５人の減という形になっております

が、これはこの人数に見合う採用が確保できて

いないという状況によるものでございます。こ

れについては、御承知のとおり、獣医に関しま

して、ペットなどの小動物診療分野への志向か

ら、公務員獣医師の採用難が全国的な状況とし

てございます。このため、本県でも受験年齢の

上限の引き上げ等によりまして、採用の確保に

努めておるところでございます。今後とも、努

力してまいりたいというふうに思っておりま

す。

次に、（２）の主な削減内容でございます

が、組織や事務事業の見直しといたしまして、

本庁を８部体制から７部体制に見直した部の再

編統合、あるいは総務事務センター設置等によ

ります総務事務の一元化、それから農改セン

ターの農林振興局への統合など、こういったも

のに取り組んでおります。また、２つ目にあり

ますように、民間委託等の推進ということで、

現業業務の委託あるいは部長秘書業務の非常勤

化、指定管理者制度の導入など、民間委託等の

推進によりまして人員の削減を図っているとこ

ろでございます。最後に、公社等への職員の派

遣減にも努めているところでございます。

次に、３番の目標達成に向けた今後の取組・

課題でございますが、（１）の今後の取組とい

たしまして、新たな行政需要への対応や県民

サービスの確保にも十分配慮しながら、引き続

き、組織の簡素合理化や事務事業の見直し、民

間委託の推進などに取り組むことによりまし

て、総職員の削減を図ってまいりたいと考えて

おります。

（２）に掲げておりますが、そうした中での

課題といたしましては、これまでも現業業務の

見直しを初め、さまざまな手法によりまして削

減に取り組んできたところでございますが、そ

れによって一定の成果は上がっていると思って

おります。ただ今後、行政サービスの水準を落

とすことなくさらなる削減を行うためには、出

先機関を含めまして組織の統廃合等の見直しを

進めていく必要があるというふうに考えており

ます。

最後に、３ページのほうをごらんいただきた

いと思いますが、４の適正な定員についての考

え方でございます。

これにつきましては、何人が適正人員かと

いった、そういう絶対的な物差しがない中で、

他県との相対比較、これも都道府県によりまし

て人口とか面積あるいは行政需要が異なります

ため、一概には言えないわけでありますけれど

も、総務省の調査によりまして、類似団体との

比較が行われているところでございます。

まず、枠囲みの①、一番上でございますが、

財政規模が同程度、具体的には財政力指数が0.3

以上0.4未満、こういった団体が11団体、本県を

含めましてありますが、この比較によります

と、右側に記載しておりますが、人口10万人当

たりの職員数は、本県は1,438人ということで、

グループ平均の99％という状況になっておりま
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す。

また、２番目、②の人口規模が同程度、具体

的には人口規模170万未満の23団体の比較におき

ましても、本県の10万人当たりの職員数、これ

は1,417人となっておりまして、グループ平均

の98％という職員数になっております。このよ

うに、本県は類似団体との比較におきまして

は、平均よりも若干少ない職員数となっており

まして、おおむね適正な規模ではなかろうかと

いうふうに考えております。

それから、③でございますけれども、集中改

革プランの推進状況、これは国が取りまとめて

おりますけれども、これによりますと、本県の

総職員数、教育委員会、警察部門を含みます総

職員数につきましては、九州各県平均と同じ4.7

％、全国平均の4.2％を0.5ポイント上回ってい

る状況にございます。しかしながら、一番右に

書いております、うち一般行政部門におきまし

ては、純減率が7.0％ということで、全国あるい

は九州平均の純減率を下回っている状況にあり

ますので、さらなる取り組みが必要であるとい

うふうに考えております。

説明は以上でございますが、本県の大変厳し

い財政状況の中で、総人件費の抑制、これは大

きな課題でございますので、引き続き、適正な

定員管理に努めてまいりたいというふうに考え

ております。

○四本人事課長 知事部局の退職者の再就職の

状況につきまして御説明をいたします。

同じく、総務部の委員会資料の４ページをお

開きください。

知事部局の退職者の公社等への再就職の状況

につきましては、平成16年度から本庁課長級以

上の退職者について公表しておりまして、この

資料は本年７月末に公表したものでございま

す。本年７月１日現在で47名が再就職をしてお

りまして、その内訳としては、退職時の職位が

部長級が10名、次長級が21名、課長級が16名と

なっておりまして、事務、技術の別では、事務

が27名、技術が20名ということになっておりま

す。再就職先といたしましては、公社、団体等

が39名、民間の営利企業が８名ということに

なっております。また、５ページの表の最後の

ほうに注をつけておりますけれども、再就職団

体等の名前の欄に米印のある８名につきまして

は、自己開拓により再就職をしたものでござい

まして、これ以外の39名につきましては、公

社、団体等からの要請に基づきまして、県の推

薦により再就職をしておるものでございます。

なお、この７月の公表の後に、９月１日に丸

山前県民政策部長が日本赤十字宮崎県支部の事

務局長に、それから10月１日には奥田前総務部

副参事が宮崎県森林組合連合会の経営改善対策

監にそれぞれ再就職をしておりますけれども、

この２名につきましては、来年の７月に公表す

ることとしております。

説明は以上でございます。

○渡辺教育長 教育委員会でございます。よろ

しくお願いいたします。

本日は、総務部と同様に、教育委員会に関連

いたします「行財政改革大綱2007に基づく適正

な定員管理の取組状況」並びに「県教育委員会

退職者の公社等への再就職の状況」について、

この２つにつきまして御説明させていただきま

す。内容につきましては、関係課長から説明い

たさせますので、よろしくお願いいたします。

○金丸総務課長 それでは、教育委員会関係の

委員会資料、１ページをお願いいたします。教

育委員会における取組状況でございます。

まず、表の一番下の欄、総計の欄をごらんく
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ださい。平成11年度、ａの欄でございますが、

１万1,161人が年度ごとに減少しておりまして、

ちょうど中ほど、平成21年度、ｃの欄では１

万140人ということで、1,021人の減、率にし

て9.1％の減、平成17年度と比較いたします

と、430人の減、率にして4.1％の減となってお

ります。

教職員別に特徴的なことを申し上げたいと思

います。

まず、表の上のほう、校長教諭等の小学校、

中学校、高校の欄、それぞれ右側のほうをごら

んいただきますと、11年度から21年度までの増

減、17年度から21年度までの増減を記載してお

りますが、いずれを見ましてもマイナスの数字

が出ているところでございます。これは、少子

化によります生徒数の減少、それに伴う学級数

の減少によるものでございます。また、その下

の特別支援の欄をごらんいただきますと、毎年

度増加傾向にございます。これは、特別支援学

校の児童生徒数の増加による学級数の増加等に

よるものでございます。

次に、学校栄養職員等の欄でございますが、

平成17年度以降は増減は余り見られませんが、

一番左の欄の平成11年度の79人と比較いたしま

すと、20名の増と大幅に伸びております。これ

は、教職員定数の標準に関する法律による配置

基準が見直されたため、本県においても配置数

を見直したことによるものでございます。

次に、その２つ下の寄宿舎指導員についてで

ございますが、平成17年度の78人が平成21年度

には61人と、17人の減となっております。これ

は、今後の特別支援学校高等部の設置に伴いま

して、自宅からの通学が可能となる生徒がふえ

ることが見込まれますことから、寄宿舎指導員

の採用を控えていることによるものでございま

す。

続きまして、その下のほう、２つ下の技術員

についてでございますが、平成17年度の114人が

平成21年度には35人と、大幅な減になっており

ます。これは、知事部局と同様、平成19年度及

び20年度に、現業職員の任命がえを実施したこ

とによるものでございます。

次に、事務局についてでございます。平成17

年度の449人が平成21年度には443人と６名の減

でございますが、一番左側の欄の平成11年度

の437人と比較しますと増加しております。これ

は、指定管理者制度の導入あるいは事務の見直

しによりまして人員削減に取り組んでいる一方

で、平成16年度の西都原考古博物館の開館ある

いは平成17年度の特別支援教育室の設置等に伴

う増員でございます。

次に、２の主な削減内容につきましては、た

だいま御説明しましたように、児童生徒数減少

による学級数の減少及び学校統廃合、現業業務

の非常勤化、少年自然の家の指定管理者制度導

入によるものでございます。

続きまして、２ページをお願いいたします。

教育委員会退職者の公社等への再就職の状況

についてでございます。

まず、公表対象職員につきましては、退職時

の職位が本庁課長級以上、または県立学校の校

長及び行政職給料表６級の事務長でございま

す。毎年７月１日前１年間に宮崎県教育委員会

を退職し、再就職した者としております。

公表する事項は、知事部局と同様でございま

す。

本年７月１日現在で２名が再就職しており、

本年７月末に公表しております。退職時の職位

は、１人が県立学校の校長、もう１人が課長級

の職員となっております。いずれも体育協会か
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らの要請に基づき、県教育委員会からの推薦に

よりまして再就職をしております。なお、この

７月の公表後、再就職をした者はおりません。

説明は以上でございます。

○根本警務部長 警察本部でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。座って説明をさ

せていただきます。

それでは、警察本部における「行財政改革大

綱2007に基づく適正な定員管理の取組状況」及

び「退職者の公社等への再就職の状況」につい

て、この２点について説明をさせていただきま

す。

まず、定員管理の取組状況でございますけれ

ども、お手元の資料の１の（１）の本県警察官

の定員でございます。警察官の定員につきまし

ては、平成12年に警察刷新会議における緊急提

言が発せられまして、その中で、国民のための

警察活動を強化するために、警察官１人当たり

の負担人口を500人程度とするための増員措置を

行う必要がある旨の提言がなされたところでご

ざいます。また、厳しい治安情勢に的確に対応

するために、平成13年度から全国の警察官の増

員が始まりまして、本県におきましても、資料

の１の（２）のとおりでありますが、平成14年

度から本年度にかけまして、合計158名の増員措

置がなされ、現在、条例定員が1,994名となって

いるところでございます。

本年４月の警察官の実員数につきまして

は1,988名でございまして、行財政改革大綱2007

に示されている平成22年の警察官の数の目標値

は1,984名でございまして、これを上回っている

ところでございますけれども、これは警察官の

増員措置がなされたためであることを、ぜひと

も御理解をいただきたいと思います。警察とし

ましては、この増員された警察官を、交番機能

の強化を初めとしまして、多発する振り込め詐

欺対策の強化、さらには女性、子供を犯罪から

守る対策等に重点配分するとともに、業務の合

理化・効率化を図りまして、喫緊の治安課題に

対応できる組織体制の確立に努めてきたところ

でございます。しかしながら、緊急提言で示さ

れました警察官１人当たりの負担人口で見ます

と、全国平均が501人でございまして、これに対

して本県は580人と、依然として全国平均をいま

だ79名ほど上回っている状況にございまして、

警察官の定員が不足しているのが実態でござい

ます。

続きまして、事務職員等の一般職員について

御説明をいたします。国による治安回復の対策

としまして警察官の増員が進められております

ことから、警察としましての職員の削減につき

ましては、資料の１の（３）のとおりでござい

ます。一般職員の削減を図っているところでご

ざいまして、平成17年４月の317名から７名の削

減を実施したところでございます。なお、一般

職員の定員につきましては321名でありますこと

から、定員から見ますと、本年までに11名を削

減したということになります。

ところで、県警に勤務する一般職員でござい

ますけれども、この職務につきましては、警察

官の職務と密接不可分な関係にございまして、

ほかの行政機関の職員とは若干異なるものがご

ざいます。具体的に申し上げますと、犯罪の予

防でありますとか捜査、交通の取り締まりなど

の警察官による街頭活動や捜査活動の強化を図

るために、警察官にかわって担当できる業務を

可能な限り一般職員に担当させているほか、ま

た、女性職員も含めましてすべての一般職員

が、警察官とともに、夜間、24時間、また休日

等におきましても当直の勤務に従事しておりま
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して、治安維持の任に当たっているというのが

現状でございます。そうした中で、職員の削減

とともに業務量につきましても、従前にも増し

て増加しているのが実情でございます。また、

一般職員の職務でございますけれども、業務の

専門性や特殊性から、臨時職員や非常勤職員に

よる代替がきかないといった問題もございま

す。こうした代替要員による対応が困難である

という事情もあるわけでございます。

このように、警察官と表裏一体となって治安

維持の任に当たっている一般職員を減員するこ

とについては、これまで県民のための警察活動

を強化するために推進してきました警察官の増

員効果、この効果の減少・減殺につながるもの

と認識をしているところでございます。しかし

ながら、警察本部としましては、県の厳しい財

政事情も十分に考慮しまして、一般職員を307名

に削減するという目標を掲げて、適正な定員管

理に取り組んでいるところでございます。これ

までの削減状況につきましても、事務の合理化

や係の統廃合を行いまして、一般職員の退職に

伴う補充の採用を抑制するという方法によりま

して、本年４月までに７名の一般職員を削減し

たところでございまして、今後も同様に一般職

員の削減を図って、目標を達成するような適正

な定員管理に取り組んでいきたいと考えている

ところでございます。

続きまして、大きな２の退職者の公社等への

再就職の状況でございます。

まず、この春、本年の４月でございますけれ

ども、警察本部の所属長級以上の職で退職した

者のうち、県が財政支出を行っている公社等で

すけれども、これに再就職をした者、社団法人

宮崎県警備業協会、宮崎県指定自動車学校協

会、また財団法人宮崎県交通安全協会、宮崎県

防犯協会連合会のこの４つの法人に対しまし

て、６名が再就職をしているところでございま

すが、現在のところ、県警としましては、その

詳細については公表をしていないところでござ

います。

その理由でございますけれども、退職した警

察職員につきましては、在職時におきまして、

暴力団等の不法行為を行うおそれのある団体、

また、その構成員等に対する事件捜査、取り締

まりを初めとしまして、殺人や強盗などの各種

凶悪重要事件、そういった捜査を担当している

ということがございます。したがって、在職時

はもちろんでございますけれども、退職後にお

きましても、事件関係者等々から、当該職員の

みならず、その家族の私生活等が脅かされると

いった懸念が存在するわけでございます。そう

いったことで、退職者の再就職につきまして

は、これまでより慎重な対応が必要であると認

識をしておりまして、現在のところ、その詳細

については公表を控えてきているところでござ

います。しかしながら、警察本部としまして

も、退職者の再就職の公正性・透明性の確保の

必要性というものにつきましては、十分認識を

しているところでございますので、今後、全国

警察における状況等々を調査するなどして、検

討を進めてまいりたいと考えているところでご

ざいます。

説明については以上でございます。

○丸山委員長 説明が終わりました。質疑等が

ありましたらお願いいたします。

○鳥飼委員 まず最初に、この表の中で、総務

部でもすべてなんですけど、職種別のところ

で、11年度というのが出てきているんですけれ

ども、行政経営課長も説明されたように、こ

の11年度を表示して説明するというのは、どこ
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か説明あったんですかね。もう一回お願いしま

す。11年度の数字を表示していますよね。11年

度と23年度、それともう１つは、17年度がこの

計画のスタート時ですから、17年度と23年度、

それと現時点ということになるんですけれど

も、11年度をわざわざ表示して対比して説明し

ておられる理由について、ちょっとお尋ねいた

します。

○桑山行政経営課長 おっしゃいます点につい

ては、この資料を作成するに当たって、議会事

務局とも協議の上、平成11年度がちょうど21年

度の10年前ということで、比較しやすい、わか

りやすいといいますか、10年間でどれほど減っ

たかということも出したほうがいいだろうとい

うことで、この数値を入れ込んだところでござ

います。

○丸山委員長 私のほうから少し説明をさせて

いただきますが、委員会が始まる前に資料を説

明したときに、平成11年度の当初予算の款別な

り性質別を出していたときの、例えば11年度

を、今、行政経営課長が言われたように、ちょ

うど10年前の数値として一応上げさせていただ

いたということで理解していただければありが

たいと思います。

○鳥飼委員 わかりました。行政需要もいろん

な社会的な状況も変わっているものですから、

かなり減になりましたよということをあえて強

調しておられるのかなというような、そういう

読み方をした私の考え方がありましてお尋ねし

ました。そこでお尋ねしたいのは、これは総務

部の１ページですけれども、ここに17年から21

年、23年とあります。この中で見ますと、本会

議でも私は取り上げましたけれども、知事部局

では、あと22年、23年、２年間で８名というこ

とで、やはり職場の実態でいろいろお聞きをす

るのは、なかなか仕事が忙し過ぎるというの

か、いろんな多様化というのか、対住民との関

係とかいうのもありまして、精神的な状況の中

で休業をしている職員がふえている。これは教

育委員会、教育長のところも一緒だと思うんで

すけれども、そういうことを考えると、やはり

段階的に進めていくべきではないかというふう

な思いがあるわけですが、ですから、本会議で

も余り急激過ぎるんじゃないですかということ

を申し上げましたけれども、ここはそういう懸

念があると思うんですね。ですから、ここは十

分留意していただきたいというのが一つ、ここ

は答弁要りませんけれども。そこで公営企業の

ところなんですが、ここは既に達成をしている

んです。例えば、40名がオーバーで減少になっ

ているというようなことになると思うんですけ

ど、この原因なり評価なりについてお尋ねした

いと思います。

○桑山行政経営課長 公営企業でありますの

で、直接の所管ではありませんが、これにつき

ましては、病院局が相当大きな数字になってい

るわけですけれども、まず、調理給食業務と

か、あるいは病棟での看護補助業務と言ってお

りましたが、病室内外の清掃を行ったりとか、

そういった現業業務がありましたけれども、こ

れを廃止したこと、それによる大幅な減員が起

きております。それから、あと医事業務と言い

ますが、いわゆる診療報酬の集計をして請求す

ると、そういった業務につきまして、さらに一

段と業務委託を進めたと。こういった状況によ

りまして、当初17年度の大綱策定時を上回る人

員削減という状況になっております。これにつ

きましては、公営企業として大変厳しい経営状

況にある中で、経営改善の一環として取り組ま

れたものでありますので、近年、病院会計の収
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支は改善の方向にありますが、そういった成果

としてあらわれてきているんではないかという

ふうに思っております。

○鳥飼委員 私は、本会議でも申し上げました

けれども、診療報酬のあるべき姿といいます

か、そのことについて知事にも意見をお聞きい

たしました。ですから、政権がかわって民主党

のマニフェストの中でも、診療報酬をＯＥＣＤ

並みにしますよというようなことが上げられて

いますから、今後の課題ではもちろんあるんで

すけど、しかし、病棟がなければ診療報酬も

入ってこないわけですね。収益的収支もない

と。そういう状況ですから、結果的に医療の質

がといいますか、保証ができないというような

こともありまして、いたずらに減員をすれば事

足りるということではないと思うんですね。そ

れから、今、課長おっしゃられました請求事務

についても、私、今のようなやり方で委託だけ

でやっていけば、請求漏れがかなり出ているん

ではないかというふうに思っているんです。そ

れはなぜかというと、病院の収入をどう確保し

ていくかということで、いかに請求漏れをなく

すかという意味では、病院のプロパーといいま

すか、そのたけた人が育っていかなくてはなら

ないというふうに思っているんですね。ですか

ら、医師会の皆さん方ともちょっとお話をした

ときに、「県病院では請求漏れとか起きている

んじゃないでしょうかね」というようなことを

心配をしておられましたので、ですから、一概

にこういうふうな減員をしていけば病院経営が

健全化するという見方については一考していた

だいて、もちろん病院局とかほかの局の話にな

るんですけれども、やはり行政経営課として

は、そういうことも念頭に置いていただきたい

というふうに思っております。

○山下総務部長 当時、病院局におりまして、

かかわったんですけれども、概要は先ほど行政

経営課長が申し上げたとおりなんですが、例え

ば現業職員につきましては、これはきちんと委

託という形で民間委託をして、そして従前従事

していた方たちは、いわゆる任命がえでほとん

どの方は知事部局においでいただいた。その関

係で人数を減らせたというのがございます。そ

ういう現業職の関係を委託にしたもので、病院

経営上は４億円程度人件費が節約できたという

ところがございます。それと、医事業務の関係

ですけれども、医事業務の正規職員というの

も、これはあくまでも知事部局との交流の中で

来ている職員でございまして、長い人で４年な

いし５年となると、その中で専門職を育てて

いってスキルを上げるというのがなかなかでき

ないというところもございまして、やはりこれ

は、先ほど委託と言いながら実はずっと医事業

務をやっている方たちということで、その方た

ちの関係で委託のほうになるべく入れるという

のがございました。それと、知事部局の職員と

いうのは、もちろん仕事をする意欲といいます

か、自分は県庁の職員として入って、同じ仕事

を、この医事業務というのをずっと続けるのは

どうかという方もやはり中には相当いらっしゃ

います。そういったこともあって、定期的な異

動の中でたまたま医事業務を命じられたという

ところがございまして、そういった形にしまし

た。請求漏れの関係は、これはある意味共通の

悩みでございまして、やはり定期的にそういう

委託に出している業務がどれだけ精度があるの

かというチェックは、必ずこれは医療機関とし

てはしないといけない問題だと思いますので、

当然それは取り組んでいるところでございま

す。
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○鳥飼委員 現状はわかりました。現状も私は

それは否定しないんですが、ただ、経営と福祉

といいますか、それを両立させなくてはならな

いという公立病院の使命があるわけですけれど

も、その中で、どうやって延岡、宮崎、日南の

病院が両方達成をするためにということを考え

ていけば、今のような例えば事務局長が２年で

交代するとか、これはやはり改めていかなく

ちゃならないだろうと思っているんですね。そ

うしないと、病院経営のかなめになるわけです

から、そのかなめの人がかわっていくというこ

とでは、県病院の収益を上げる、いろんな改革

をしていくといっても支障が出てきているし、

現状、お医者さんたち、ドクターたちは、そん

なにかわってくれるなよというようなことを

思っていると思うんですね。部長も行かれたん

じゃなかったかなと思うんですけど、それは今

後の課題ですね。それと、確かに交流人事なん

ですけれども、しかし、それは今後の病院のあ

るべき姿として、収益的収支をどう上げていく

のかという面で、そういう人材を育てていかな

いと、追いついていけないんじゃないかと、病

院経営に支障が出てくるときがくるんじゃない

かなというふうな思いがありますので、そこは

十分今後の議論として受けとめていただければ

と思います。

続きまして、これは質問なんですが、例えば

この２ページ、職種ごとに御説明がございまし

た。教育委員会も一緒なんですけれども、小学

校とか中学校とか、この中の職種別に削減目標

を決めているということではないんですよね。

○桑山行政経営課長 知事部局としての回答と

いたしましては、職種別には特に定めておりま

せん。例えば土木事務所であれば、土木事務所

全体として見直していただくというような考え

方でございます。

○阿南教職員課長 教育委員会におきまして

は、児童生徒数の減少による学級数の減少とか

学校の統廃合、これらによって、全体として教

職員でいきますと544名の削減ということで計画

を立てております。以上です。

○鳥飼委員 教育委員会の場合は、児童減とか

そういうものがあって、ある程度やむを得ない

ところがあるんですけど、それを強制的にとい

いますか減をするから、こういう計画があるか

ら小学校をなくしてしまうんだということでは

ないと思っているんですけれども、やはり地域

の文化でもあり、かなめでありますので、ぜひ

それはお願いしたいと思います。

それで、行政経営課長、この２ページの表

で、一般行政と一般事務というような分け方が

してあると思うんですけれども、この考え方を

ちょっと御説明いただきたいと思います。

○桑山行政経営課長 この一般行政と一般事務

については、代表的な事務職でございまして、

一般行政のほうが大学卒業程度、それから一般

事務が高校卒業程度ということで、当然高校卒

業程度のほうを受験される方については、一定

の年齢制限を設けて、大学卒業程度の方は受け

られないというようなことで、そういう区分を

もって採用を行っているところでございます。

○鳥飼委員 わかりました。それともう１つ、

適正な定員についての考え方というのがござい

ますが、例えば２番の人口170万人未満のという

ようなくくりでしてありますけれども、これは

適当ではないと私は思うんですね。170万人未満

といったら、たくさん110万人台から20万人とこ

うあるわけで、こういうくくり方というのは余

り適当ではないというふうに思っていまして、

やはり財政規模というところが一番適当なのか
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なと思うんですが、それはそれとしまして、Ⅲ

グループの中での表示がされているんですけれ

ども、例えば九州内ではこのⅢグループに属す

るのはどことどこなのか、大分とか入ってくる

と思うんですけど。

○桑山行政経営課長 ただいまの御質問、①の

ほうの財政規模のいわゆるローマ数字のⅢグ

ループのことかと思いますが、九州の中では、

熊本、大分、それから鹿児島、佐賀の各県が、

宮崎県とともに入っております。

○鳥飼委員 恐らく九州外でいけば、例えば富

山県とかも入ってくるんだろうと思うんですけ

れども、人口規模も似ていますし、山形という

のもあるらしいんですけど、やはり九州内での

というような比較なり、それをやっていただい

たほうがいいんではないかなということで、こ

れは別に答弁は必要ありませんけど、そんな感

じがしましたので申し上げました。以上です。

○緒嶋委員 知事部局、平成11年度から21年度

で421人、教育委員会も1,000人を超す減員をし

ておられるわけですけれども、この義務的経費

の中での人件費の比率というのは、予算規模が

少なくなるけど、人件費の比率というのは余り

変わらんと思うんですけど、どうしてもこれ

は、減らしても人件費の比率というのは、やっ

ぱり小さくすることは無理ということですか。

○西野財政課長 委員会の中で先ほどお配りさ

れたと伺っておりますが、当初予算の推移とい

う資料をお配りしております。そこを見ていた

だきますと、性質別義務的経費の中に人件費と

いうふうにございますが、人件費を見ますと、

長い目で見ると抑制に向いてきているというこ

とでございます。

○緒嶋委員 よくわからんな。これだけ努力さ

れて人件費も職員数を減らしておっても、義務

的経費の中の人件費の構成比率というのは少な

くならない。それは予算規模が小さくなるから

という理屈もあるだろうと思うんですけど、こ

れはやはり、逆に言えば、臨時雇いとか再任用

やらで定数を減らした分がカバーしているん

じゃないんですか。そこ辺はないんですか。

○山下総務部長 ここの人件費は、御指摘の非

常勤職員及び臨時職員、これは定数を減らした

ら必ずその職員をつけるということでは決して

やっておりませんから、減らした分は必ずそこ

に非常勤なり臨時がつくということはまずやっ

ておりませんので、そこはまず御理解いただき

たい。それと、性質別の歳出科目上は、人件費

の中に非常勤職員の報酬は入っておりますけれ

ども、臨時職員は、これは物件費のほうで、つ

まりこの区分で言えば、その他がほとんどだと

思いますけれども、場合によっては、普通建設

事業の中の投資的経費の中で見たり、そういう

ふうに性質別では区分されるところがございま

す。

○緒嶋委員 それは、我々から見れば、一般に

人件費というのをほかのほうでカムフラージュ

しているように見られる面もあるんじゃないか

なと、今の説明は。区分上はそうなるにして

も、そうとることもできるんじゃないかと思う

けど、それはどうか。

○山下総務部長 言い漏らしましたけれども、

その人件費の比率は、確かに総体の予算が減っ

てくる中で、余り率は落ちていかないというと

ころはあるんですけれども、これを全国と比較

しますと、人件費の比率は極めて低いほうに我

が県は位置しているということでございます。

○緒嶋委員 これは財政構造からいえば、公債

費の償還が大きいとかいろいろで、こういうよ

うな義務的なものはふえると思うんですけど、
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やはり人を減らす理由というのが、比率からい

えば、財政構造上から見ると、比率としてはな

かなか成果が上がりにくいという性質のものか

な、これは。

○山下総務部長 行きがかり上、私がお答えし

ます。やはり人件費といいますか人に係るお金

というのは、例えば普通建設事業とかが落ちて

いっても、それに比例して落ちないという性質

はございます。これは、どうしてもございま

す。したがいまして、当然中に働く職員の稼働

率といいますか業務能率というのは、それなり

に上げていかないといけないというところはご

ざいます。それと、特に最近の行政は複雑・多

様化しているというところがございまして、数

字にはあらわれない業務の煩雑性というところ

はあると思います。

○緒嶋委員 今は、かつてとは違って、パソコ

ンとかいろいろな機器を使った行政事務をやる

から、ある意味では、効率的なというか近代的

なというか、そういうふうに進んでいきなが

ら、なかなか目に見えた、人を減らしたから財

政構造が改善されたという見方はなかなかしづ

らいというふうに理解するのがいいのかなとい

う気がするわけですが、そこあたりは、極端に

言えば、何で人を減らさないかんのかという意

味合いで、構成比率から言えば。

○山下総務部長 大きな流れは、地方財政の状

況が非常に厳しいという中で、人件費もやはり

きちんと見直していく必要があるということ

で、この定員の適正化といいますか、定員管理

は行っていくというところは基本にございま

す。その人件費を減らす方法として、例えば他

県では、もちろん定数の削減もやっていらっ

しゃるんでしょうけれども、給与カットなりそ

ういったことをされているところはございま

す。ただ、やはり本県は、さすがにそこまでは

すまいというところが少なくとも今までの立場

でございまして、こういった形で推移している

というところでございます。

○緒嶋委員 鹿児島なんか人件費をカットして

やりよったわけですよね。いずれ宮崎県も財政

硬直化という形からいけば、そこまで手をつけ

なければやっていけんような状態がくるという

ふうにも理解していいわけですか。

○山下総務部長 今回政権が交代しまして、そ

の後、地方分権なり地域主権ということで、そ

れに伴いまして、地域に対する権限の移譲と同

時に、税財源の移譲ということがセットで行わ

れていくということであれば、そういう事態に

はならないだろうという気はしますけれども、

ただ、全体として経済が非常に縮小していって

いると、人口減なり、そういったところでいく

と、それ自体は行政需要の低下に結びつくんで

すが、一方で、高齢化なり、あるいは福祉施策

の充実なりという面では、行政需要が拡大して

いきますので、一概には言えないというところ

がございます。

○緒嶋委員 いずれにしても、今度は政権がか

わった中で、税収よりも国債に頼らなければな

らない。そういう中で、税源を地方に移譲する

といっても、これはどういう税源で、国債で税

源を移譲したことにはならないわけで、国債で

税源を移譲しても。何をもって税源を移譲する

かということになると、政権の目標が子ども手

当とか高速道路無料化とか特定財源の減額とか

いろいろ言われると、なかなか目に見えた税源

移譲というのがちょっと目につかないわけです

よね。そうなると、今度交付税をちょっといろ

いろ地方に配慮するといっても、本質的には赤

字国債によるとかいうことでないと、名目的に
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は単年度では移譲はできても、継続的な安定的

な税源としての移譲というのは、なかなか我々

としては目に見えてこないわけで、今後ますま

す地方財政も、こういう景気が落ち込んでく

る、デフレが進むということになると、税源の

県税そのものもなかなか税収の増は見込めない

ということになると、最終的には、やはり国に

頼るだけでは税源確保は容易ではないと。それ

だからといって、地方で新たな税収を見出すと

いうのも容易ではないということになると、最

終的には義務的なものをさらに切り詰めると。

その中で、扶養とか公債費とかは、これは切り

詰める方法は、借りかえという方法はあっても

厳密に言えばなかなかない。そうなれば、最終

的には人件費まで手をつけなければ容易ではな

くなるんじゃないかなという想定ができるん

じゃないかというふうに私は理解するわけです

けど、私の見解は間違っているか。

○山下総務部長 それが間違いだとは申しませ

ん。行財政改革大綱2007の中で、人件費の削減

という非常に大きなくくりをやっていまして、

例示として、例えば管理職手当のカットとか

いったことはありますけれども、おっしゃった

ように、本体に手をつけるところまで排除して

いるわけではございません。ですから、今後の

流れ次第というところは当然ございます。

○福田委員 ２ページにあります職種別の件で

すが、その中で、農業土木職と一般の土木職、

本県で言えば県土整備部と農政水産部あたりに

なるんですが、この辺の技術職の交流というの

は今やられているんですかね。一般的にやられ

ているかどうか、ちょっと聞きたいんですが。

○四本人事課長 ちょっと資料を出しますの

で、少しお待ちください。

○福田委員 なぜこういうことをお聞きしたい

かと申しますと、農業土木関連、農道や農地の

基盤整備事業が、かなりその事業が縮小しまし

て、かつて本県は農業県でありましたから、そ

れはそれは大変大きな事業を展開してきたわけ

ですが、だんだんだんだん仕事量が減ってき

た。その中で、農業土木の方が将来働ける場と

しては、これはやっぱり土木ですよね、県の中

では。そういう辺から考えたんですが、実はな

ぜ私はこういう質問をしたかと申しますと、皆

さん養蚕と言ってもわからないと思いますけ

ど、かつて20数年前は本県はまだ養蚕がありま

して、今の県の農業試験場の近くには養蚕試験

場というところがあったんですね。そこに技術

職の養蚕の職種の方がたくさんおられまして、

その後、急激に自由化で養蚕が、生糸が生産で

きなくなりましたから、仕事がなくなってし

まった。そのとき、私は、予測できたんですか

ら、任命がえ等に備えて準備をしておけば、そ

ういう方々が職場で寂しい思いをしなくて、ま

だ年齢的にも若かったですから、県のほかの仕

事ができたと思うんですね。県は、私は一回議

会で質問しましたが、「もうお蚕がないんです

から、県の課の名前は変えたらどうですか」と

いう質問までしたんですが、蚕の蚕が入って
さん

おった課がありましたからね、変えられなかっ

た。国のほうが早かった。そういうことを今思

い出しまして、いやいやこれは農業土木も細る

ほうだから、農業土木と土木のいわゆる一体性

が出てくれば、そういう思いをせずに人材が有

効に活用できるなということを考えたものです

から、その中で人員の削減等もうまく調整でき

るというふうに考えたんですが、これは素人の

考えでしょうか。

○四本人事課長 現在、農業土木職からの職員

で、１名が県土整備部の土木事務所のほうに
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行って仕事をしておる状況でございまして、

おっしゃるとおり、農業土木の分野の仕事とい

うのは、かなり縮小の傾向にあるわけでござい

ますが、基本的に農道とか圃場整備とかいうこ

とを広くやる職種でございますので、必ずしも

すべてなくなってしまうとかいうことではない

と思っております。ただ、縮小はしますので、

職員の採用計画とかにつきましては、やはり先

を見込んで最小限の人数を採用するということ

でございます。もう１人、林務のほうに森林土

木のほうへの職員もおりますけれども、これを

将来的に、例えば一括してといいましょうか、

まとめてということは、あるいは県によっては

過去そういうことをやっている県もあるやに聞

いておりますけれども、なかなか農業土木であ

り森林土木でありの、それぞれの固有の技術的

なこともございまして、過去検討されたことは

ございますが、本県については今のところ、そ

こまではやっておらないということでございま

す。

○福田委員 将来は、国のほうでも、農道とか

一般道とかいうものの一体化が出てくると思う

んですね。その面から考えて、やっぱり早目に

そういう準備をされるのがいいかなというふう

に考えました。

それから、先ほど、獣医師の確保なんていう

のがございましたが、本県では、畜産県で食肉

の検査とか家畜保健所あるいは一般の保健所に

も獣医師の資格を持った方がいらっしゃるわけ

でありますが、非常に大事な職種であります。

現在は正職員プラス嘱託獣医の方がいらっしゃ

ると思いますが、それの人数はどういうふうに

なっていますかね、食肉検査等を主体とした。

○四本人事課長 ちょっと時間をいただきたい

と思います。

○福田委員 後で結構ですが、そこで、非常に

大事な職種で、これは余人をもってかえがたい

資格でしか仕事ができない部門ですから、私

は、今、民間の犬猫病院が多くて獣医師の確保

が難しいというお話をされましたが、都会を中

心に、こういう経済情勢になりますと、かつて

のペットブームがだんだんだんだん沈静化し

て、犬猫病院等のいろんな経営も厳しくなって

くると思うんですね。リターンする、帰ってく

る人もおると思うんですね。やっぱりこれは確

保すべきだと。しかも、私は、定員に関係なく

再任用しても、これは十分使えるんですね、お

医者さんと一緒で。その辺から、正職員として

の定員の確保は別にしましても、全体の獣医師

の数字の確保については、そういうコストを意

識した確保をして、本県の基幹産業である食肉

産業の検査等が滞りないようにしてもらいたい

と、このように考えております。

○四本人事課長 今年度で正規の職員でありま

す獣医師数というのが161名でございまして、あ

と嘱託の食肉の検査員のほうが、20年度でござ

いますが63名ということでございます。いずれ

にいたしましても、獣医師の確保というのは大

変重要なことでございまして、今年度も例えば

従来宮崎だけで試験会場を設けておったのを東

京まで広げたりしておるんですが、実はそれで

も応募者そのものも期待したほどなかなか来な

いと。せっかく合格をしても、今度は大学生の

場合、資格の試験がだめだったとかいうような

こともございまして、今回は選考を２回やって

何とか確保したいというふうに思っておりま

す。お話の中にもありましたけれども、どうも

若い獣医師の資格を持った方といいますか、そ

ういう大学を卒業された方、宮崎大学にもあり

ますけれども、どうしてもペットのほうといい
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ますか、大きい牛とか馬とかいうのはなかなか

敬遠されて、ペットのほうにどうも行ってしま

うと。特に都会のほうに行ってしまうというふ

うな傾向があるというふうに思っております

が、正職員が例えば定年で獣医師が退職した場

合に、その人をまた嘱託といいますか非常勤と

して雇うというようなことは現在もやっており

ますし、処遇の面についても、また今後、検討

していかなくちゃいかんというふうに考えてお

ります。

○福田委員 おっしゃるとおり、大動物につい

ては、なかなか希望者がいないんですよね。食

肉検査とか、仕事が仕事ですから。特に獣医師

の分野は、お医者さんと一緒で６年制になりま

すし、女性がかなり進出していますから、そう

いう面では、私は、年齢に関係なく獣医師の資

格を持った人で、そこを不足分を埋めていく

と。かつては県会議員をしたＯＢの方まで検査

所におられましたから、獣医師の資格を持った

人が。それぐらいの配慮をしてやっていただき

たいと思います。

○髙橋委員 公の職業も大変貴重な雇用の場だ

と思いますので、こういう厳しいときに人減ら

しの話をするのは何か心苦しいんですが、50人

の臨時職員を今回設けるような対策もとられ

て、大変ありがたいと思うんですけど、いわゆ

る正職員を今度の行革の場合、対象にしている

わけですよね、その定員管理を見直すというこ

とで。先ほども出ていますけど、一方で、いわ

ゆる22条職員とか嘱託職員とか、そういう人た

ちが単純には生まれていないというふうに総務

部長おっしゃっていましたけど、その数もやっ

ぱり気になるところだと思うんですよ。ここ

で11年から21年、17年から21年されています

が、そういう数的な統計はとっていらっしゃる

と思いますので、わかればまた報告いただきた

いなと思っています。後ほどでいいと思いま

す。

公社等への再就職の状況のところを、素朴に

疑問があるものですからお聞きするんですが、

いわゆるこれは再任用制度が一方でありますよ

ね。これとは全く別物ということで考えないか

んと思いますが、いろんな公社等の職場がある

中で、この人たちの、いわゆる自分で開拓され

たというのは全く別ですけど、どのようにして

選択されるのかなという疑問なんですよね。

○四本人事課長 退職者の県における経歴です

とか、あるいは本人のもちろん希望のこともご

ざいますが、そういういろんなその職員に関す

る総合的なことを勘案してマッチングしていく

ということでございます。

○髙橋委員 ちょっと私、乱暴な言い方をする

かもしれませんが、いわゆるさっき言った再任

用は、定員、定数に入るんですよね。

○四本人事課長 フルタイムの再任用の場合は

定員の中に入っております。

○髙橋委員 再任用を持ち出したのは、いわゆ

る単純な発想ですよ。ここに47名の方が再就職

されたわけですけれども、この方々が再就職し

なかった場合には、このプロパーの人たちがず

り上がることも考えられるわけです。そのこと

によって雇用が新たに生まれる。47名の方を救

わないかんから、そういう再任用を、この方々

の取り扱いとかも出てくると思うんですよ。

ちょっと乱暴な言い方をしているかもしれませ

ん。

○四本人事課長 現在のところ、課長級以上の

退職者の再任用者につきましては、一応短時間

再任用ということで再任用させておりまして、

短時間の再任用者につきましては、一応定数の
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外ということでございます。

○髙橋委員 課長級以上で再任用されている実

績はあるということですね、内容は短時間だけ

ど。わかりました。

○桑山行政経営課長 先ほど髙橋委員から御質

問のありました臨時・非常勤職員の雇用の状況

でございますが、知事部局で申し上げます

と、21年、これは４月２日現在で押さえており

ますけれども、臨時的任用職員が241名、それか

ら非常勤職員が1,013名ということで、非常勤職

員には先ほどの嘱託の検査員とかそういったも

のを含む数字、これは定点観測でございます。

４月２日現在でございます。平成17年度、今回

委員会資料の中で比較しておりますが、平成17

年度は病院局が分離される前でございまして、

ちょっと区分けができておりませんで、その後

の18年度で申し上げますと、241名に対しまし

て18年度は250名、それから非常勤職員につきま

しては、1,013名に対しまして1,181名というこ

とで、それぞれ幾らか減少しているという状況

でございます。

○阿南教職員課長 欠員に対します臨時的任用

職員の数でいきますと、平成17年度が806名、平

成21年度が911名ということで、105名の増とい

うことになっております。以上でございます。

○上久保警務課長 それでは、警察本部におけ

る非常勤の職員ですけれども、ことしの11月１

日現在で109名を雇用しております。主な職種と

しましては、交番での相談員、警察安全相談

員、少年補導職員、それとカラーガード隊員等

でございます。次に、22条の臨時職員ですけれ

ども、11月１日現在、49名でございます。以上

です。

○丸山委員長 17年度とかはわかりませんか。

○上久保警務課長 本年度のデータしか持って

きていないものですから、ちょっと17年度はあ

りませんので、よろしくお願いいたします。

○徳重委員 教育委員会のほうにお尋ねしてみ

たいと思います。学校栄養職員等というのがあ

るんですが、栄養教諭と栄養職員とのこれはど

ういう区分けがされていますか。

○阿南教職員課長 栄養職員と栄養教諭の違い

は、栄養教諭につきましては、試験におきまし

て栄養教諭としての採用ということになってお

ります。

○徳重委員 現在、県内で何人栄養教諭として

採用されているんですか。

○阿南教職員課長 教壇に立って栄養指導を行

うのが栄養教諭でございますけれども、現在22

名を任用しております。

○徳重委員 これが法制化というんですか、必

置義務になったのは、まだ日が浅いんじゃない

でしょうか。いつからでしたかね、３年前ぐら

いかな。

○阿南教職員課長 18年度からでございます。

○徳重委員 18年度からだと、今４年目ですか

ね。宮崎県の場合は、若干九州各県の状況から

すると少ないと、こう思っておるところです

が、18年、19年、20年、21年の数字をちょっと

教えてくださいませんか。

○阿南教職員課長 手元に資料がございません

ので、もうしばらくお待ちいただきたいと思い

ます。

○丸山委員長 手元に資料がないようですの

で、徳重委員、ほかの質問があれば先にそちら

をお願いいたします。

○徳重委員 必置義務があるかと思うんです

が、宮崎県がなかなか進められていないと。こ

れを、現在22名とおっしゃいましたが、18年か

らすると、当初は非常に少なかったと、１けた
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ぐらいでしたかね。学校数あるいは生徒数を勘

案されて、定数というのはある程度あるんじゃ

ないかと思うんですよね、必置義務があるとい

うことだったら、学校数において何ぼと。どう

なっているんですか。

○阿南教職員課長 先ほどのお答えから先にい

たしますが、18年度に５名、19年度に６名を追

加しております。それから、20年度に５名とい

うことです。21年度に６名、合計22名を配置し

ております。

○徳重委員 これは、栄養職員等となっており

ますので、一緒にダブって同じ仕事をするとい

う理解でよろしいんですか。

○阿南教職員課長 栄養職員については、学校

給食等の献立作成とか給食管理を行っておりま

して、栄養教諭につきましては、教壇に立ちま

して、栄養関係の食育関係についての指導を行

うということでございます。

○徳重委員 それはわかっています。結局定数

は、児童数あるいは学校数、そういったものに

対する定数というのはわかっていないんです

か。

○阿南教職員課長 配置基準がございまして、

単独校でいきますと、児童生徒数550人未満につ

いて４分の１人、550人以上について１名、それ

から共同調理場につきましては、1,500人分をつ

くる共同調理場について１名、1,5 0 1人か

ら6,000名について職員２名、6,001人以上につ

いて３名という配置基準がございます。

○徳重委員 現状にあっては、配置基準の何％

を満たしていると理解していいんですか。

○阿南教職員課長 今申し上げたのは、栄養職

員の部分でございまして、栄養教諭について何

名配置という基準はございません。

○徳重委員 もう最後にしたいんですが、鹿児

島県と相当な差があるんですね、数が、栄養教

諭の差が。私の調べたところでも、鹿児島県

は160人ぐらいいらっしゃったかなと思うんです

が、その配置基準があって、栄養教諭の必要性

というのは、これは非常に大事なことだと思っ

ているんですね。これをおろそかにはできない

と、こう思っているんですが、やっぱり基準を

ちゃんと示して、それに向かって努力していた

だかなければいけないと私は考えておりました

ので、あえて質問をしたところです。この基準

表をちょっとまた出していただきたいと思いま

す。

○鳥飼委員 臨時職員と非常勤の職員のお話が

ちょっと出ましたので、それと人件費比率が緒

嶋委員のほうからも出されました。現状は、臨

時職員の場合は、ほぼ物件費ということで計上

されていると思っていいんでしょうか。

○四本人事課長 そのとおりでございます。

○鳥飼委員 教育委員会もやっぱり一緒ですよ

ね。

○阿南教職員課長 臨時教諭につきましては給

与でございますが、それからあとは、報酬、賃

金でございます。

○上久保警務課長 報酬、賃金だと思います

が、念のため確認して回答したいと思います。

○鳥飼委員 教育委員会は、臨時の先生といい

ますか講師の方がおられるから、そういう取り

扱いだろうと思いますけど、これはちょっと込

み入った話になりますので、きょうはしません

けど、入学式と卒業式で２回並ぶというような

ことはやっぱりいかんなと思いながら、これは

別の議論ということにしまして、それで、宮崎

県の最低賃金は、人事課長、御存じですか。あ

わせて、臨時職員の賃金をちょっとお示しくだ

さい。
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○四本人事課長 最低賃金につきましては、21

年度で629円、それから臨時職員の賃金につきま

しては、5,650円でございます。日額でございま

す。

○鳥飼委員 最低賃金のほうは時間単価629円で

すから、臨時職員と合わせて、１日単価という

ことになると、どんななりますか。比較すると

なると、どっちでもいいですけど。

○四本人事課長 最低賃金のほうが約5,030円ぐ

らいになるかと思います。

○鳥飼委員 そうしますと、600円程度、臨時職

員のほうが高いということですが、これを月収

に直すと、10万ぐらいだろうと思うんですね。

年収に直すと、おおむね200万円切るんじゃない

でしょうかね。130万ぐらいですよね。確かに４

カ月更新の８カ月ということですけれども、そ

れであっても130万ぐらいですから、ちょっとあ

んまりだなというような気がしているんですけ

ど、ですから、物件費で計上しているというこ

とで、そういう経緯があって、緒嶋委員が人件

費にしないとわからないんじゃないかというの

も一つ一理あるなと思っているんですけど、こ

の経緯ですよね。これまでの物件費で計上する

という経緯は、なかなか難しいですね。結構で

す。

意見だけ言っておきます。例えば派遣切り、

派遣社員とかありますね。派遣切りは去年の暮

れ、大きな問題になりましたけれども、ことし

の暮れもなるんじゃないかということで、いろ

いろ安定所といいますかハローワークで、ワン

ストップサービスをということで、いろいろ工

夫をしておられるようなんですけれども、あれ

も物件費なんですよね。ですから、人に働いて

もらうのに物件費というのは、というような考

え方もありまして、だから、そこ辺も、経緯も

それぞれあるでしょうから、ちょっと研究して

おいて、また後日、お知らせください。今はな

かなかまとめるのも大変でしょうから。基本的

には、そういうことで、人件費の中で上げて

いって、そして対比をしていくというのが、や

はり妥当ではないかなというような気がいたし

ます。ただし、人件費を下げろという意見に私

はくみしませんので、私は一定の人件費比率が

ないと、職員の処遇なりやる気なり、それを失

うというのもあります。そこは慎重にやらな

きゃならないということで、これは意見にかえ

させていただきます。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

○武井副委員長 １点だけお伺いします。この

任命がえの件なんですけれども、最初は何年間

かは定数外で見るということだったかと思うん

ですけれども、もう定数に入っている、込みに

なっているという理解でよろしいですか。

○桑山行政経営課長 いわゆる広い意味での定

数ということになりますと、条例定数の中で任

命がえが行われているわけでありますけれど

も、実際には、やはりこれまで長い人になる

と20年、それ以上現業業務に携わってきた方

が、非現業業務ということになりますので、当

分の間、ある出先機関に上乗せという形で人が

配置されて、そこでいろんな実務を身につけて

いただくという状況は生じております。ただ、

それは毎年毎年幾らかずつそういう状況を解消

していくと、今そういう状況にございます。

○武井副委員長 ということは、人によって、

習熟の度合いによって、じゃＡさんはことしか

ら定数にしましょうとか、Ｂさんはあと１年待

ちましょうとか、そういうことなんですか。そ

れとも、一律３年とかいう年限があるという理

解でよろしいんですか。
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○桑山行政経営課長 定数の外とか内とかいう

話は、なかなか、職員のそういう区分けは全く

公式の場ではしておりませんので、そこを御理

解いただきたいと思うんですが、習熟の度合い

と申しますのは、それぞれの職場で異動のサイ

クルとかいろんな状況がありますので、その辺

も絡めながら、状況に応じて判断をしていると

いうところです。

○武井副委員長 わかりました。次に移ります

が、退職者の再就職の関係で見てみますと、例

えば学校法人と出ていますが、日向学院とかあ

るんですけど、米印がないということは、つま

り学校法人から県に対してあっせんの依頼が来

ているという理解でよろしいということです

か。

○四本人事課長 そういうことでございます。

○武井副委員長 それは、例えば県の外郭団体

であればわかるんですけれども、学校法人から

来るというのは、ちょっとおやっと思うんです

が、つまり逆に言えば、じゃ来たところという

のはどこでも受けるということなのか。どう

いった基準でそういったものを受けているのか

伺います。

○四本人事課長 特に基準というのはございま

せんが、ほとんどは民間ではないところなんで

すが、中には学校法人というのは過去にもござ

いまして、求めに応じてあっせんをしておる、

推薦をしておるということでございまして、特

に基準というものはございません。

○武井副委員長 わかりました。次、教育委員

会のほうで２名出ているんですが、例えば市町

村の学校の校長先生を退職されて、宮崎市であ

れば宮崎市の科学技術館であるとか、そういっ

たところに行かれている方というのは結構いる

わけなんですが、これは退職時に、例えば中学

校でも県の中学校、西高附中とかでしたら県の

職員として退職をすることになるんですが、あ

くまでも県の職員として退職をした方のみがこ

ういった公表の対象になるという理解でよろし

いということでしょうか。県立学校ないしは県

の教育委員会を最後に退職した方という理解で

よろしいということですか。

○阿南教職員課長 教育委員会のほうでは、特

にあっせん・紹介等は行っていないところでご

ざいますけれども、小中学校の先生方、退職を

いたしますと、再任用の職員になられたり、も

しくは児童相談所や教育事務所の相談員等の非

常勤職員、それから市町村教育委員会等で再就

職をしているようでございます。県立学校で

は、県立学校等での臨時的任用職員、非常勤職

員、それから私立大学・高校等に再就職してい

るようでございます。以上です。

○武井副委員長 ですから、そういったものは

公表の対象にはならないということですよね、

結果として出ていないということは。

○阿南教職員課長 先ほど申し上げましたよう

に、紹介・あっせん等を行っていませんので、

現時点でどちらに行かれたかについての調査は

行っておりません。以上です。

○武井副委員長 最後に、ということは、総務

部と教育委員会では、公表の基準が違うという

理解でよろしいということですか。

○金丸総務課長 結論から申しますと違いま

す。教育委員会の場合は、いわゆる営利企業に

行かれた場合、そういうケースは余りないと思

いますが、教育委員会がつくっている要領上で

は、そういった営利企業等に従事された場合に

ついては、公表の対象外にするという形になっ

ております。

○武井副委員長 ちょっとわかりにくいので、
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基準をちょっと整理して、またその違いがわか

るようにしていただければと思います。以上で

す。

○丸山委員長 それぞれお伺いしたいんですけ

れども、昨年退職された方が何人いらっしゃっ

て、こうやって公表が実際47名とか２名、６名

というのはわかったんですが、かなりの方が退

職されていると思っているんですけれども、

今、退職されて、それ以外の方もそれぞれ何か

新たな仕事をしているということがわかってい

らっしゃれば、それぞれお伺いしたいというふ

うに思っているんですけれども。

○四本人事課長 知事部局のほうで20年度末の

退職者が合計で116名でございまして、このうち

団体等あるいは自己開拓によって民間等に再就

職をしているというふうに把握しておりますの

が63名、それから再任用しておりますのが、フ

ルタイム、短時間合わせまして43名、非常勤の

職員になっているのが10名ということでござい

ます。

○阿南教職員課長 21年３月末の退職者の状況

でございますが、定年退職148名、それから勧奨

退職48名、普通退職29名、合計225名が退職して

おります。再就職先の状況でございますけれど

も、定年退職者148名のうち56名が再任用という

ことで先ほど申し上げたとおりでございます。

それとあとにつきましては、小中学校では、児

童相談所、教育事務所の非常勤の相談員、それ

から市町村教育委員会、それと県立学校では、

臨時的任用講師や非常勤講師、私立学校、大学

等に勤めている方もいらっしゃるということは

聞いておりますが、実際に人数等についての調

査は行っておりません。以上です。

○根本警務部長 警察本部でございますけれど

も、本年３月退職者につきましては、所属長級

以上でやめた者が合わせて13名でございます。

このうち公社等へ再就職した者が６名、それ以

外については、民間企業への再就職となってご

ざいます。警察全体としては、93名の警察官が

退職しているところでございます。一般職を含

めての数でございます。以上でございます。

○四本人事課長 先ほど、知事部局のほうで20

年度末退職者116名と申し上げましたが、191名

の間違いでございました。失礼いたしました。

再就職あるいは再任用、非常勤ということで把

握しておりますのが合計で116名でございまし

て、この191と116の差につきましては、再就職

を全くしておられないとか、ちょっとこちらの

ほうで把握していないということになろうかと

思います。

○金丸総務課長 先ほど、教職員課長がお答え

しましたのは学校関係でございまして、教育委

員会の事務局での退職者は５名でございます。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 ないようですので、以上で執行

部の概要説明を終わらせていただきます。

執行部の皆様、退席していただいて結構でご

ざいます。御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時43分休憩

午後１時１分再開

○丸山委員長 それでは、委員会を再開しま

す。

委員協議に入りますが、まず、協議事項

（１）の「出資法人への関与事項を定める条例

（仮称）」についてであります。

去る11月25日に、各会派幹事長をメンバーと

する政策条例検討会議が開催されまして、私の



- 23 -

ほうから、条例制定の必要性などを含めた当委

員会の考えについて説明を行ってまいりまし

た。そして、その協議の結果、当委員会をワー

キンググループに位置づけ、引き続き、条例制

定に向けた検討を進めることが了承されたとこ

ろであります。つきましては、今後、当委員会

において、文言も含めた条例の詳細について協

議を行っていくことになりましたので、よろし

くお願いいたします。

それではまず、私のほうから、今後の委員会

での協議のポイントについて御説明したいと思

いますので、資料１をごらんいただきたいと

思っております。

まず、条例について、名称も後から正式に協

議していかなくちゃいけないと思っています

が、その前に、「条例に関すること」と下の２

番目に書いてある「運用に関すること」、２つ

大きくあるのかなというふうに思っておりま

す。

まず、「条例に関すること」ということで、

１を見ていただきたいんですが、対象とする法

人の範囲をどのようにするのかということであ

ります。具体的に言いますと、「出資している

法人」のみとするのか、これまで調査を行って

まいりました「財政支出や人的支援を行ってい

る法人」も含めるのか、それを含める場合の基

準をどうするのかというのが、大きな範囲を考

えるときの協議のポイントになると思います。

２番目なんですけれども、知事等からどのよ

うな形で報告を求めるかということでありま

す。今の地方自治法の条例に基づいて報告を求

めているものは、２分の１以上の出資法人か

ら、６月に経営評価といいますか貸借対照表等

を含めたものしかいただいておりませんので、

それはあくまで出資法人等からの部分が上がっ

てきただけであって、知事等の執行部の評価を

含めておりませんので、そういったものを含め

たほうがいいのかというのが大きくポイントに

なると思います。仮に知事等の評価を含めると

なりますと、今現在、６月に報告をしていただ

いておりますけれども、そういった評価を含め

ると、若干報告の時期も、今の６月ではなくて

例えば９月とか、もしくは11月とか、ちょっと

おくれる可能性も出てくるのではないかという

ふうに思っております。

２番目の「運用に関すること」でありますけ

れども、議会にどのような形で報告させるのか

ということになろうかと思っています。これも

報告してもらう法人の数によってかなり変わっ

てくるのかなと思っておりますが、私の私案と

すれば、できる限り１法人ずつ各常任委員会に

それぞれ報告していただく形がいいのではない

のかなと。だから、これを常任委員会という形

の中で報告を受けるのか、もしくは行財政改革

という特別委員会をそのときだけ開会して、決

算特別委員会みたいな形にするのかというよう

なことも考えられますので、そういうことも今

後ある程度この委員会のほうで、こういう形で

運用したほうがいいんじゃないでしょうかとい

う提言等まで出して報告したらいいのかなとい

うふうに思っておりますので、そういったこと

を含めてポイントとさせていただければありが

たいのかなと思っています。

それで、まず、１つ目に挙げております１の

「対象法人の範囲」について御協議していただ

きたいと思います。

つきましては、前回の委員会で鳥飼委員から

他県の状況について資料要求がありましたの

で、資料２の他県の状況について、事務局から

説明させます。それでは、福島副書記、よろし
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くお願いいたします。

○福島副書記 それでは御説明をいたします。

資料２をごらんいただきたいと思います。

「各府県の条例における経営評価の対象法人

の状況」でございますけれども、まず１番目と

いたしまして、出資法人等に経営評価を求める

条例を制定している県、これにつきましては、

宮城県以下６県ございます。福井県が同じよう

な出資法人に関係する条例をつくっておるんで

すが、こちらはちょっと経営評価等を求める条

例にはなっておりませんので、こちらから除外

いたしております。

２番目が経営評価を求める対象法人の状況で

ございますけれども、５つの分類に分かれてお

ります。

１つ目が、２分の１以上の出資法人を対象と

している県、これが先日、県外調査で調査をい

たしました島根県でございます。

２番目が、基本的に２分の１以上の出資法人

を対象として、それ以外の出資法人については

努力義務というふうにしている県、こちらが三

重県でございます。

それから３つ目、基本的に２分の１以上の出

資法人を対象といたしまして、それ以外の出資

法人及び出資をしていない法人、こちらについ

ては努力義務というふうにしているのが、茨城

県と大阪府でございます。

２番目と３番目が似通っているんですけれど

も、違いは、三重県のほうは、あくまで出資法

人の中での線引きを行っていると、３番目の茨

城県、大阪府につきましては、出資法人プラス

それ以外の財政的・人的関与を行っている法

人、こちらまでの対象にしておりますけれど

も、２分の１以上の出資法人が基本というふう

な区分けになっております。

それから４番目、４分の１以上の出資法人と

４分の１未満の出資法人、こちらを対象にして

おりますのが京都府でございます。

それから５番目、４分の１以上の出資法人と

これに準じて取り扱う必要があるということ

で、出資法人以外の法人まで含むというふうに

しておりますのが、宮城県というふうな状況に

なっております。

めくっていただきまして、２ページ目以降

に、各県の具体的な条例の規定を載せておりま

すけれども、２～３紹介いたしますと、もう１

枚めくっていただきまして、３ページをごらん

いただきたいと思います。

上のほうに茨城県の規定の例を挙げておりま

すけれども、第２条のところで定義といたしま

して、「出資法人等」ということで「県が資本

金、基本金その他これらに準ずるものを出資し

ている法人並びに出資法人以外の法人であって

県が財政的援助及び人的援助を行うことにより

その運営に多大な影響を及ぼしているものとし

て規則で定めるものをいう」ということで、

「出資法人等」という定義を行っておるんです

けれども、実際第８条で評価の規定がございま

す。ここで、「知事は、県の出資割合が２分の

１以上である出資法人に対して評価を求める」

というふうな規定になっておりまして、２から

４までを省略しまして、第５項のところで、

「知事は、次に掲げる出資法人等に対して、第

１項の規定の例により報告を求めるよう努めな

ければならない」ということで、努力義務を課

しておりまして、１号で県の出資割合が４分の

１以上２分の１未満である出資法人、２号で収

入の総額に対する県から受ける補助金その他

云々かんぬんということで、こちらのほうは出

資をしていない法人、こちらについては報告を
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求めるよう努めなければならないというふうな

努力義務の規定にしております。

大阪府も似たような規定になっておりまし

て、１枚めくっていただきまして４ページ、京

都府を上のほうに掲げておりますけれども、京

都府は、第２条のところ、定義で「出資法人」

の定義を行っておりますけれども、１号で府の

出資の割合が４分の１以上の法人、２号で府の

出資の割合が４分の１未満の法人のうち云々か

んぬんということで準じて取り扱う必要がある

ものというふうなことになっておるんですけれ

ども、第４条の経営評価の実施のところでは、

この出資法人に対して経営評価を求めるという

ふうなことになっておりまして、先ほどの茨城

県とは違って、４分の１以上とそれ未満の出資

法人に対して経営評価を求めるというふうな規

定の内容になっております。

それから、まためくっていただきまして最後

のページ、５ページでありますけれども、こち

らは参考資料としておつけしておるんですけれ

ども、出資法人等に対する法令―株式会社等

を規定する会社法を除いた法令です―に基づ

く主な権限というふうなことで、ちょっと整理

したものでございます。

まず１番目、出資法人に関するものにつきま

しては、地方自治法第199条第７項、こちらの規

定によりまして、４分の１以上出資法人に対し

て、監査委員による監査というふうな権限が認

められております。それから、同じく自治法

第221条第３項、こちらに基づきまして、２分の

１以上出資法人に対しましては、知事の調査権

というものが認められております。この第221条

第３項の知事の調査権に基づきまして、６月議

会に経営状況等の資料が議会のほうに提出され

ますけれども、そちらの根拠規定となっておる

ものが、この第221条第３項の知事の調査権とい

うものでございます。

それから２番目が、補助金等を交付している

法人に関するものというふうなことで整理して

おりますけど、こちらは出資はしていないけれ

ども財政的支援を行っている法人に関する権限

として上げられるものですけれども、こちらに

つきましては、自治法第221条第２項の規定によ

る長の調査権ということで、やはり知事の調査

権があるんですけれども、ただし書きがござい

まして、これは逐条解説によるただし書きなん

ですけれども、調査の範囲は、補助金なり貸付

金なり予算の執行の範囲内に限定されるという

ことでございまして、法人の業務全般に調査を

行うのは権限の濫用というふうなことで解釈を

されております。

それから３つ目が、人的支援、職員等を派遣

している法人に関するものでございますけれど

も、職員を派遣する根拠法令といたしまして、

「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣

等に関する法律」及び、この法律から委任を受

けました、本県でも定めております条例がある

んですけれども、この法令を見ましても、特に

法人に対する調査権等の規定はないというふう

な状況になっております

説明のほうは以上でございます。

○丸山委員長 説明は終わりましたけれども、

私のほうから少し補足をさせていただきます

が、この１ページに書いてあります経営評価を

求める対象法人の一応条例の設立年月日等を言

わせていただきますが、島根県のほうが平成16

年の４月に施行されております。三重県のほう

が平成14年の10月であります。３つ目の茨城県

が平成15年の４月、大阪府が平成18年の10月、

４番目の京都府が平成20年の４月、５番目の宮
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城県が平成17年の４月ということになっており

ますので、それぞれの年代によって少しずつ変

わってきているのかなというのも、何となくわ

かるのではないかなというふうに思っておりま

す。

それでは、「対象とする法人の範囲」につい

て、御意見をいただきたいと思います。

○鳥飼委員 ３ページの茨城県の条例を説明し

ていただいたんですけど、ここでは、第２条、

「「出資法人等」とは」ということで、「出資

している法人並びに出資法人以外の法人であっ

て県が財政的援助及び人的援助を行うことによ

り運営に多大な影響を及ぼしているものとして

規則で定めるもの」というのは、具体的にはど

ういうことを示すんですか。

○福島副書記 この条例の施行規則、茨城県の

規則があるわけですけれども、規則で定めるも

のといたしましては、規則の第２条におきまし

て、条例第２条の出資法人以外の法人であって

県が財政的援助及び人的援助を行うことにより

その運営に多大な影響を及ぼしているものとし

て規則で定めるものは、一般社団法人または一

般財団法人であって、次に掲げる要件のすべて

に該当するものとするということで、要件を決

めていらっしゃると。今６つの県がありますけ

れども、それぞれ規則等で、その県に応じてど

の範囲までするかというふうな具体的な線引き

を規則あたりでやっておりますので、どの県も

同じような線引きではないんですけれども、茨

城県で言うと、先ほど申し上げたような形で、

一般社団法人、一般財団法人であって、また要

件をちょっと決めて線引きをするというふうな

ことを決めていらっしゃるという状況でござい

ます。

○丸山委員長 もう少し補足しますと、条例で

はどことどこというのを書かずに、規則のほう

で、執行部サイドのほうで、ある程度具体的に

基準を決めていただいてやると。一個一個条例

で縛っているわけではないということだという

ふうに理解しております。

○鳥飼委員 そうすると、結局、今は実質的に

そういうことをやっているわけですけど、それ

を条例で定める分と、一定程度県にフリーハン

ドを与えて、規則で決めてくださいというよう

なことになるんでしょうか。結果的にはそうい

うことですね。

○丸山委員長 茨城県の場合はですね。それ

で、我が県のほうで、どういう形がいいのか

と。出資法人だけにするのかとか、もしくは出

資以外を、先ほど言いましたとおり、財政的も

しくは人的に援助を行っているという法人もこ

れまで調査をさせていただいたものですから、

その辺をかんがみていただいて、恐らく県の執

行部のほうも、新しい公社等改革指針も、これ

まではあくまで出資法人を中心にやられていた

のを、出資以外の人的なり財政的なことも含め

て44法人を今回の公社等改革指針は対象にして

いるということでありますので、それとイコー

ルでいいのか、それともどうするのかというの

を、この委員会の中で範囲を定めていただくと

いうのが大きな課題なのかなというふうに思っ

ていますので、意見を賜りたいと思います。

○緒嶋委員 これは２分の１にするか４分の１

にするかというところから、ここから始まるだ

ろうと思う。そのときに数がどうなるかな。

○丸山委員長 今の２分の１のときに15前後

だったと思います。４分の１にしますと25前後

になります。

○緒嶋委員 またそれプラス、規則で定めるも

のを入れたら、どのくらいになるのかな、いろ
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いろ人的なものを含めて。やっぱりある程度新

しい条例でつくったところのほうに合わせたほ

うがいいのかもしれんですね。

○丸山委員長 京都府が一番新しいですね。い

ろいろ書記等も含めて話をしている中に、４分

の１は、恐らく地方自治法上の分権委員会の指

針の中に、４分の１まで下げるべきだというよ

うな方向になっておりますので、２分の１では

なくて、やはり４分の１は最低限必要ではない

のかなという話はしております。それについ

て、まずそこでいいのかという議論をとってい

ただいて、どこまで広げるのかと、これにだけ

するのかというのを、まず４分の１の問題を中

心に議題としていただければ幸いかと思いま

す。御意見を賜ります。

○鳥飼委員 現行、６月議会に出てきますわ。

あれは15件でできているということですね。頭

が痛くなるような数字が出てくるけれども。そ

れが25件になるわけですね。

○緒嶋委員 経営評価とかやってもらうのも、

４分の１以上なら法人の理解を得られるんじゃ

ないかな。

○鳥飼委員 条例は規制をする、規則もそうな

んですけど、規制をするから、できるだけ限定

的なのがいいと思っているんですね。しかし、

地方自治法がそういう改正をほぼされるだろう

というのがありますから、そこまでで、あとは

フリーハンドを執行部に任せるというか、規則

で、そんな形のほうが、党議でも何もまだ議論

してないから何とも言えないんですけど、個人

的にはそんな感じがいいのかなと。

○丸山委員長 今、鳥飼委員のほうから党議と

いう話もありましたけれども、多分私も、県議

会でつくる条例でありますので、各会派のある

程度持って帰って範囲をどうするのかと、今議

論されているのが、４分の１までは一応ある程

度するべきではないのかなという意見を取りま

とめていただいて、そういう方向ですと。さら

に、４分の１以外の人的なり財政的に支援を

行っている団体に関して規則で対象にするの

か、そういうことを、文言を茨城県みたいな文

言でやるのかどうなのかというのを、次、党議

の中で諮っていただいて、結論を出していただ

いて、１月の特別委員会でしっかりその範囲は

絞れればということも考えているんですけれど

も。

○鳥飼委員 これで条例をつくれば、今は運用

みたいなことでやっていますわ、執行部は。そ

うすると、結局は、ああいうやり方というのは

できないということになるわけですね。今、現

行やっているようなやり方はできないと。です

から、結局、条例に従った形でしかやれないと

いうことですよね。

○丸山委員長 今のは報告だけであって、報告

のスタイルも、執行部のほうから、貸借対照表

とかそれだけ、経営状況だけを報告するという

ことになっているものですから、それで終わっ

ているということで、今度は条例に基づいてす

ると、評価までしなさいとかなると、評価まで

して、こちらのほうに、議会のほうに報告して

いただくということになります。

○鳥飼委員 現行の６月に出てくるのは、今

言ったような数値がわーっと並んでいる報告、

運用でやっている部分は、経営評価とか何か３

年のあれが出てきているのがあるじゃないです

か、結局あれに変えていこうということですよ

ね、方向性として。

○福島副書記 今６月に出ておりますのは、地

方自治法に基づきまして、２分の１以上出資し

ている法人、こちらの経営状況に関する資料を
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議会に報告しなさいという規定があるものです

から、それに基づいてなされております。今回

御検討いただいている条例につきましては、

今、公社等改革指針で、過去の調査で公社等評

価シートといったものを見ていただいておりま

すけれども、それに近い、それと同じような資

料が条例に基づいて議会に報告されるというふ

うなことですので、自治法による報告とこの条

例に基づく報告という２つの報告が、根拠法令

の違う報告がなされるというふうなことになろ

うかと思います。

○緒嶋委員 知事の報告は監査意見書みたいな

感じの報告をということになるわけですか。知

事は、監査とは関係なしにということになるん

ですか。

○福島副書記 監査とは関係なしに、法人を所

管しております部局、担当課が、この法人につ

いては今後もこういう方向でとか、役目が終

わったから廃止する方向でとか、そういうふう

なコメントみたいなものをつけた形で議会にも

報告するというふうなことになろうかと思いま

す。監査とは若干違います。

○福田委員 やはり茨城とか京都のやつが、新

しいから参考になると思いますよ。

○丸山委員長 私のほうからぜひお願いしたい

んです。恐らくここではなかなか、各会派、党

議の中にある程度諮っていく必要があるんでは

ないのかなと思っていますが、もしよろしけれ

ば、党議、各会派に持ち帰っていただいて、協

議をある程度していただけたらなというふうに

思っておりますが、そのように取り計らってよ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 そうしますと、１月の特別委員

会がありますね。そのときまでに、できますれ

ば、この１ページに書いてあります、内容的に

は③か④に書いてあるような表現でどうするの

かなと。どこまで、４分の１は確実にやるとい

う方向で考えていただいて、あとほかの法人を

どうするのかと。多分恐らく４分の１を対象に

して、もしくは努力義務にするというような範

囲を、ある程度絞ってきていただければありが

たいと。書記等のほうでもう少し、こういうと

ころをポイントとして党議で諮ってくださいと

いう文章を作成して、それぞれ党議のほうで

やっていただければというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

それでは、次の、今のと大分重なる面もある

んですけれども、ポイント２の「知事からの報

告の形」と、運用面についてのことなんですけ

れども、まず、どういう形でというのは、先ほ

ど言いましたとおり、ただ単に法人だけが評価

をするだけでいいのか、ちゃんと知事部局も

しっかり評価をしてコメントを添えてするのか

という作業を、どういうことまで報告をさせる

形の御意見を賜りたいと思います。

○星原委員 さっき出たように、委員会ごとに

するなら、やっぱりその担当部局が一応の判断

をして、上げてくるところまでして持ってこな

いとしようがない。それを我々は、我々のまた

議会側でどう判断するかということだと思うけ

ど。

○十屋委員 最終的にこの条例をつくる大きな

目的の中で、最初にありますように、行政目的

の達成というところにも組織としてかかわって

くるわけですから、統括的に全員が集まってや

るよりも、やはり少し細かく委員会で報告して

いただいてやったほうが、より県の行政との関

係が深い団体でしょうから、そのほうがわかり

やすいかなと思うんです。
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○星原委員 あと、出資は最初からだけど、補

助金なんかを出しているところは、その担当部

局が多分予算をとって補助金を渡しているはず

だから、あるいはまた、人的な支援で送り込ん

でいるのも、多分そういう相談があって派遣も

しているはずだから、やっぱりそこの委員会の

形で報告してもらう。継続とかこういう目的を

達成したとか、そういった判断も添えて報告し

てもらったのを我々がまたどう判断していくか

という、そういう形になるのかなと私は思うん

ですよね。

○緒嶋委員 どこか特別委員会をつくってやっ

てるところはあるかね。

○福島副書記 先日見ていただきました島根県

あたりは、特別委員会、常設でずっと、４月に

立ち上げるとかじゃなくて、常設という形で特

別委員会がありまして、そちらの特別委員会の

ほうに報告されるというふうな説明が先日ござ

いました。

○丸山委員長 そうしましたら、今の意見も、

なかなかここでもまとまらないというふうに思

いますので、ポイントをまたこちらのほうでま

とめて、党議の中で諮っていただいて、どうい

う報告の内容がいいのか、そして常任委員会的

なところで報告してもらうのかとか、また、こ

こに書いている特別委員会なんかを立ち上げて

やるのか、いろんなポイントで、どれがいいの

かというのをまとめて…。

○星原委員 もう１点、この常任委員会でいい

と思っているのは、そこは出資法人以外の補助

金とか人的な部分が毎年やっていくとなると、

前年度、そして次の年にまた予算を組むときと

か、いろんな問題まで入っていけますよね。

「もうこれは目的達成しているんじゃないの、

あんたたちは」と我々も言える、向こうの評価

と違う。そういうこと等を考えると、やっぱり

それぞれの委員会ごとで報告してもらって、そ

れにこれから先のことまでひっくるめて、いろ

んな意見が述べられるという点では、そっちの

ほうがいいのような気がするけど。

○丸山委員長 私の考えの私案としては、この

特別委員会というのが、決算特別委員会が設置

されていると思うんですが、それが分科会に

なっていると思いますけれども、ああいう形で

どっちみちそれぞれの委員会といいますか分科

会に任せるという形なのか、全然そういう特別

委員会ではなくて、常任委員会の中のその他の

報告事項という形で取り扱いをするのか、どち

らかだろうなというふうには考えて、とにかく

いずれにせよ、各常任委員会でしっかり審議を

してもらうというような形かなというのも一応

まとめて、どちらのほうがいいのかと持って

帰っていただいて、これはなぜかといいます

と、もしこれをしっかり審議していただくため

には、議会の会期の日程のことも多分ひっか

かってくるんだというふうに思っております。

この議会で提案するだけじゃなくて、あと最終

的には、議会運営委員会の中でこの取り扱いに

ついては正式に決定されると思っておりますけ

れども、ある程度当委員会の私案といいますか

提案という形で、こういうような形の審議もす

るべきじゃないかというところまで決めさせて

いただければというふうに思っています。

○星原委員 そしたら、４分の１以上の法人

で、仮に今の５つの委員会に分けたときには、

どの部分がこの委員会で報告をもらう形になる

というのも出してもらうと、ひょっとすると多

く重なるところもあれば、幾らもないところも

あるかもしれん。今そういう日程の話とかを聞

くと。だから、少ないところは早く終わるかも
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しれんけど、数をいっぱい任された委員会の場

合は時間がかかるかもしれないし、それがもし

わかれば、今の状況の中で。

○丸山委員長 わかりました。そしたら、星原

委員のほうから今ありました、最低でも４分の

１以上はなろうと思いますので、４分の１

が、25というふうに思っているんですが、25の

法人を各常任委員会に振り分けたときに、どれ

くらいごとの配分になるのかというのも資料を

つけて…。

○星原委員 それは出資法人でしょう、４分の

１。私が言うのは、補助金とか人的な支援を

やっているところもあるはずだから、そういう

のまで入れてああいう数がどうなるのか。

○丸山委員長 わかりました。参考資料とし

て、まず、25％でどれぐらいなのか、また、

今、公社等改革指針で出ている44法人になった

場合にどれだけなのかとか、いろんなバリエー

ションで、その他の調査している法人がどれだ

けあるのかという数を一応、２パターンなのか

３パターンなのかわかりませんけど、ちょっと

こちらのほうで参考資料をつくらせていただこ

うかなというふうに思います。

○緒嶋委員 この条例をいつ制定するかという

めどというのは決めなくていいんですか。

○丸山委員長 めどは、できれば２月定例県議

会のほうに上程させていただきたいと思います

が、恐らく３月に入ってからの最終日に上程と

いう形になるのか、いずれにせよ、ある程度こ

の委員会でまとめて、もう一回政策条例検討会

議のほうに戻して、そこで正式にオーケーをも

らえれば上程できるという形になりますので、

できれば２月定例県議会、３月いっぱいまでに

は、本年度中にはぜひ施行したいなというふう

に思っておりますが、そのかわり、これを上げ

ても、もし県のほうに各種団体がどうなってい

るのかということを意見をもらうとなると、時

間がないから、恐らく来年までは、このスタイ

ルは難しくて、今までのスタイルで、６月に今

までのような形でやっていただいて、正式な施

行は23年度になるのではないのかなというふう

に思っております。

○星原委員 ２月で云々といったら相当急がん

と、お盆やらいろんなのがいっぱい出てきて、

そう簡単にいかんよ。

○丸山委員長 本当に皆さん方にも今後お願い

したいのが、まず、党議のほうで早く諮ってい

ただいて、１月の特別委員会のほうが１月28日

になっておりますので、それまでに範囲と報

告、どういうやり方がいいのかということも含

めて決めていただいて、１月28日にやって、２

月の定例県議会が始まったら、すぐできれば特

別委員会を開会していただくということが必要

だろうと。また改めて通常の特別委員会でやる

ということがあるんではないかなと思っており

ますので、急遽特別委員会開会というのがあり

得るかもしれませんので、御協力をお願いした

いというふうに思っております。

○鳥飼委員 ２のどのような形で報告を求める

かというところなんですけど、米印に報告時期

に影響してくると書いてあるんですが、現状で

は収支を出した分だけですから、簡単と言えば

簡単なというよりも、簡便な形で出てくるんで

すけど、法人自身が行った評価を加えさせた場

合と、それから知事の評価を行った場合、時期

がと書いてあるんですけど、どのくらいを想定

しているのかをちょっと説明していただけます

か。

○丸山委員長 私の想定なんですけれども、

今、決算を考えたときに、あれも評価していま
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すので、頑張って頑張って９月定例県議会の最

後のほうで上げるぐらいですので、評価を入れ

ようとすると、事務作業からすると、どうして

も９月定例県議会以降出そうというふうに私は

判断をしております。でありますので、本来は

早ければ早いほどいいんですが、評価とか入れ

ると、なかなか事務手続上、９月定例県議会以

降になるんではないかなと思っております。

○鳥飼委員 それは、法人自身だけの評価の場

合と、県も加わったとしても、いずれにしても

９月以降ということなんでしょうか。

○丸山委員長 まだそれはわからないというこ

とです。

○鳥飼委員 だから、法人だけやる場合です

よ。法人の評価だけを加えた場合でも、やっぱ

り９月以降になるというふうに思っていたほう

がいいんでしょうかね。

○丸山委員長 決算をまだまだ、法人のほうに

もまだきっちり調査していませんので、何とも

言えない状況でありますし、もしこれを４分の

１にしますと、これまで対象でない法人が慌て

てつくらなくちゃいけないところも出てくるも

のですから、簡単にぽっと６月まで間に合いま

すとか９月だったら間に合いますというのが明

言できないのも、実際、現実かな思います。

○緒嶋委員 そこは執行部と相談してみて、い

つできるかというのは、向こうに合わせるより

仕方がない。無理言ってもいかんしね。

○丸山委員長 ほかに御意見はございません

か。

意見がなければ、先ほど言いましたとおり、

資料をこちらでつくっていきますので、党議の

中で意見集約をしていただいて、１月28日の日

に特別委員会を開会する予定にしておりますの

で、それまでに、今言いました条例に関するこ

と、そして運用に関することの取りまとめをし

ていただきたいと思います。

それでは、次に、協議事項（２）、次の委員

会についてであります。

次の委員会では、現在、総務部が取りまとめ

ている「新しい公社等改革指針」の最終案につ

いて説明を求める予定にしておりますが、委員

の皆様から、執行部に関する説明や資料の要求

について、何か御意見、御要望はありません

か。

もちろんそのときには条例の検討もやる予定

にしております。

それでは、なければ、今言った形で正副委員

長に御一任いただきたいと思いますが、よろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、そのように進めさせ

ていただきます。

最後に、その他で何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 なければ、次の委員会は、１

月28日木曜日、午前10時から予定しております

ので、よろしくお願いいたします。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。

午後１時41分閉会


